
2024年12月1日より開始します！

基本的な診療が行われた場合にご負担を頂く診療費を事前に患者さんにお伝え頂くことが可能です。

月～金曜日：８時３０分～１９時００分
土曜日：８時３０分～１３時００分
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『喘息/COPD診断外来』

地域医療連携室へご連絡ください

原則2回の外来受診でスピーディに診察、検査、診断を完結

聖隷三方原病院では、呼吸器内科『喘息/COPDの診断外来』を
始めます。診療されている患者さんで、咳・痰・息切れなどの
症状が続き「喘息やCOPDの可能性はどうだろうか？」「見落と
している呼吸器疾患は無いか？」と気になっている患者さんが
いらっしゃいましたら、お気軽に御紹介下さい。

検査内容
原則2回の外来受診でスピーディに診察、検査、診断を完結し、
「喘息」「COPD」「喘息とCOPDのオーバーラップ」「それ以外の疾患」
を鑑別します。

・喘息/COPD以外の呼吸器疾患や呼吸器以外の疾患の診断につながる
可能性もあります。

・胸部CTを行いますので肺癌など胸部悪性疾患のスクリーニングにも
つながります。

メリット

・採血一般 ・胸部Ｘ線 ・胸部ＣＴ ・肺機能検査 ・喀痰検査 等



『喘息/COPD診断外来』2024年12月より開始！

診療所 当院

【診療の流れ】

診療所

②地域医療連携室に
診察予約の電話を
いただく。
「診断外来」とお伝え
いただくとスムーズです。

①患者さんへ検査・診察までの
流れを説明していただき、
料金等を含めた同意を得て
いただく

③『紹介予約申込書』
『診療情報提供書』
をFAX送信いただく

④患者さん来院、
初回の検査、診察。
終了後、次回予約を
取り、帰宅

⑤患者さん来院、
２回目の検査、診察。
（検査結果説明も含む）
終了後、帰宅

⑥当院から報告書等を
郵送。
患者さんへ説明

【外来日】

■2回目の診察終了後、診断と推奨される治療を提案する形で速やかに逆紹介します。

■当院で継続診療を希望される場合や、経過が思わしくない場合などはお手数ですが
再度ご紹介ください。地域医療連携室にてご予約案内いたします。

月曜日～金曜日の１４：００～

月～金曜日：８時３０分～１９時００分
土曜日：８時３０分～１３時００分

■患者さんに受診の流れをご説明する際は、資料を病院ホームページより、
ダウンロードしていただくか、地域医療連携室へご連絡ください。

【ご予約方法】
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地域医療連携室へご連絡ください

（検査結果は全て返事に添付致します。画像ディスクも必要であれば添付いたします）

【料金】

保険診療：２日間の合計負担（概算）：
１割：約7,500円、２割：約15,000円、３割：約23,000円

※2024年11月時点。診療報酬改定により変動することがございます。


